
企 画 総 務 委 員 会 
 令和６年２月５日 

 

１ 報告事項 

【地域振興部】 

 （１）レシートを活用した区民生活応援事業の進捗について      【資料】 

 （２）戸籍法の一部改正に伴う広域交付等について          【資料】 

 （３）ちよだアートスクエア第３期運営団体の募集にかかる選定結果に 【資料】 

ついて 

 （４）英国大使館跡の遺跡について                 【資料】 

【政策経営部】 

 （１）公民協働推進制度に係る協定の締結について          【資料】 

 （２）千代田区子ども・子育て支援事業基金条例について       【資料】 

 （３）千代田区手数料に関する規定整備について           【資料】 

 （４）番号利用法の改正等に伴う規定の整備について         【資料】 

 （５）東京都市計画道路幹線街路環状第一号線（九段）整備事業に伴う 【資料】 

九段第３合同庁舎内の工作物等移設工事について 

 （６）財産の取得について                     【資料】 

 （７）千代田区公共施設等総合管理方針改定の進捗状況について    【資料】 

 （８）（仮称）神田錦町三丁目施設整備工事等について         【資料】 

 （９）お茶の水橋補修補強工事について               【資料】 

 

 

２ その他 

 



 

 

 

レシートを活用した区民生活応援事業の進捗について 

 

 

１ スケジュール 

令和５年 10月 13日 企画総務委員会で実施について報告 

    各町会長会議、希望する婦人部長会議で事業説明 

    11月 20日 広報千代田・区ホームページ掲載、区ＳＮＳ発信 

本人確認登録開始 

コールセンター、支援窓口開設 

    12月 １日 周知ちらしの全戸配布開始 

    12月 ４日 事業開始 

令和６年 ２月 29日 事業終了予定（予算上限に達した場合は、その時点で終了） 

     ７月 31日 ポイントの有効期限 

 

 

２ 利用状況（１月 30日 午前８時 30分時点） 

① 登録人数（本人確認した人数）     12,902人 
 （９歳まで:134人、10歳代:559人、20歳代:1,012人、30歳代:2,670人、40歳代:3,534人、 

  50歳代:2,833人、60歳代:1,291人、70歳代:686人、80歳代:152人、90歳以上:14人） 

② 参加人数（１回以上レシート投稿した人数）    12,677人 

③ 還元ポイント（還元予算：339,225,000円） 175,667,817ポイント（＝円） 

④ 消費額        1,274,102,986円 

⑤ 事業終了の想定日       令和６年２月 29日 

(参考)支援窓口利用人数       298人 

コールセンター入電数      1,953件 

 

 

３ 区内消費喚起・区民生活支援事業 比較 

  別紙のとおり 

地 域 振 興 部 資 料 １ 

令 和 ６ 年 ２ 月 ５ 日 



      





 

 

 

 

戸籍法の一部改正に伴う広域交付等について 
 

 

１．目 的 

令和元年５月 24日に「戸籍法の一部を改正する法律」が成立し、国(法務省)と市区

町村の戸籍システムの連携により他市区町村の戸籍の副本情報の参照が可能となるた

め、行政手続きにおける戸籍証明書の添付の省略や本籍地以外での戸籍証明書の発行が

可能となり、利便性の向上と行政手続きの効率化が図られる。 

 

２．改正点 

（１）行政手続きにおける戸籍証明書の添付の省略 

  行政機関における社会保障手続きにおいて、添付していた戸籍証明書が不要となる。 

 

（２）戸籍届出時における戸籍証明書の添付の省略 

  本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍届出（婚姻、転籍届等）をする際は、戸籍記載の

ための資料として、届出人に戸籍証明書の提出を求めているが、本籍地以外の市区町村

の戸籍の副本情報の参照が可能となることから、戸籍の届出における戸籍証明書の添付

が不要となる。 

 

(３) 戸籍証明書の広域交付 

   本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等の請求が可能となるので、相続手続きで戸

籍の遡り請求等が簡便になる。 

 

 
 

地域振興部資料２ 

令和 6 年 2 月 5 日

つ   

出典:法務省作成資料(抜粋) 

 



（４）戸籍電子証明書 

  オンライン上で行政手続き(パスポートの発給申請など)をする際に利用する電子的な

戸籍事項の証明書情報(戸籍電子証明書)の発行が可能となる。 

 

 

３.スケジュール 

令和６年３月１日施行 

千代田区手数料条例の一部改正 

広報千代田及びホームページにて周知 



 

 

 

 

地域振興部 資料３  

令和６年２月５日 

ちよだアートスクエア第３期運営団体の募集にかかる選定結果について 

 

ちよだアートスクエアは、新たな文化芸術の拠点として旧練成中学校に整備し、平成２２年

に開館して以来、国内外から多くの人々が訪れ、文化芸術活動の担い手を育成する活動の推

進やアートを発信する文化芸術の拠点として成長してきたが、施設老朽化に伴い改修工事を

行う必要があることから、令和４年度末をもって一時閉館した。 

運営を行っていた合同会社コマンドＡとの契約は令和５年３月末に満了しており、現在、「新

ちよだアートスクエア基本構想」に基づき、改修工事完了後の令和９年度のリニューアルオー

プンに向け、第３期運営団体の選定を行っている。 

 

１ 選定方法 

   ちよだアートスクエア第３期運営団体選定委員会を設置し、公募型プロポーザル方式に

て選定を行った。 

 

２ 選定委員会の構成  

学識経験者３名（大学教員２名、東京都教育委員会１名）、行政委員２名  

 

３ 選定スケジュール 

予定  日程  

第１回選定委員会（募集要項・スケジュール確認） ６月 19 日（月） 

募集要項の交付開始・参加申込書の受付開始  ７月 24 日（月） 

参加申込書の提出締め切り ９月 29 日（金） 

提案者の選定結果通知  11 月 1 日（水） 

提案書の提出締め切り 12 月 1 日（金） 

プレゼンテーション審査  12 月 19 日（火） 

結果の通知  12 月 27 日（水） 

結果の公表  1 月 5 日（金） 

 

４ 応募団体  

   ３団体（うち 1 団体は途中辞退） 

 

５ 選定結果  

プレゼンテーション審査の結果、いずれの団体も評価合計点が総得点（750 点）の 6 割

に満たないため不採用とした。 

 

６ 今後について 

   再募集を行う予定（時期については調整中）。 



配点 配点合計

A団体 B団体

小計 25 125 65 65

・次に記載する事業や取り組み等について、本施設の設置目的
及び基本方針を十分に踏まえた具体的な提案があるか。

(ア)区や地域住民との積極的な連携事業

(イ)アートを通じた交流事業

(ウ)幅広い世代が参加できる体験型事業の展開

(エ)伝統文化や伝統芸能等に関する取り組み

  (オ)デジタル技術を駆使したデジタルコンテンツの充実

各項目　４点（普通　２点）

45 225 108 133

5 25 6 7

30 150 67 80

22

52

9

21

26

14

ちよだアートスクエア第3期運営団体選定業務　評価表（結果）

採点

15

10

25

小計

・独自提案の内容が、本施設の設置目的及び各スペースのコンセプトに適
し、具体性のある優れた提案であると認められた場合は加点。

・音楽・配信スペースの活用方法について、広い世代が音楽活動を楽しみ
交流することが可能となる活用方法であるか。具体性があるか。 5 15

普通　３点

・誰もが気軽に立ち寄ることができ、親しみの感じられる構成となってい
るか。

10 31・施設を訪れた方々がより多くのスペースを利用できるような工夫された
構成となっているか。

普通　５点

100

小計

施設の活
用プラン

・機能構成及び活用プランが具体的かつ分かりやすい方法で提案書に明記
されているか。

10 27・各スペースのコンセプトを生かした活用方法であるか。具体性はある
か。

50

50

・本施設の運営による利益の還元方法について、具体性があるか。
5 12

普通　３点

事業内容 20 63

32

実 施 す る
事業

・目標設定は適切か。目標の達成に向けた取り組み、事業計画に具体性が
あるか。

10 26
・施設の広報活動について、具体的かつ効果的な提案があるか。

普通　５点

・施設に関する具体的な将来展望を持っているか。
25

　類似業務実績１件　　２点

　　　実績なし　　０点

●   提案内容評価

基本的な
考え方

・本施設の設置目的及び基本方針を十分に理解した考え方となっている
か。

10

・区の取り組みに対し積極的に貢献する意欲が感じられるか。

普通　５点

普通　５点

事業実績

直近５年間で同種業務または類似業務の実績があるか。

10 25

組織体制

同種業務実績３件以上　 10点

同種業務実績２件または類似業務実績３件以上　 ５点

　同種業務実績１件または類似業務実績２件　　３点

5 10

普通　３点

資力、信用力、経営状況は信頼できるか。
5

普通　３点

15

1525

25

25

15

50

評価項目 評価の視点

●   組織評価

経営状況

スタッフの就労環境及び福利厚生に配慮した勤務体制・雇用形態となって
いるか。 5

普通　３点

十分な経験と実績を有する責任者と十分な数のスタッフを確保している
か。

25

50

50

25

別紙



配点 配点合計 採点評価項目 評価の視点

15 75 32 41

20 100 43 51

15 75 33 37

150 750 348 407

11

小計

計

・賃料について、提案内容に対して適切な金額か。また、算出方法は適正
か。 5

事業収支
報告

・収支バランス及び各項目は適切かつ具体的か

普通　３点

13

・本施設の運営における収入・支出について、根拠や考え方が明確に示さ
れており、妥当性・確実性の高い計画となっているか。

普通　５点

25

50

10

・施設の効率的経営に対する取り組みや提案があるか。

・賃料について独自の提案があるか。

普通　５点

普通　３点

小計

24

11

21

11

2210

5 14

・業務、サービスの質を向上させるための具体的な取り組みがあるか、そ
の取り組みは機能しているか。 5 12

普通　３点

・円滑に業務が実施できる十分な勤務体制であるか。

25

25

・ハラスメント防止のための現実的かつ具体的な対策が実施されている
か。

・スタッフ育成のための研修計画等が存在するか。具体性はあるか。ま
た、計画に基づき適切な研修・教育体制が敷かれているか。

小計

・各スペースの運営方法は本施設の趣旨に沿った具体的かつ効果的なもの
となっているか。

・効率的・効果的な運営への工夫がされているか。

普通　５点

・利用者からの相談や苦情への対応の仕組み及びサービスの向上のための
反映について、具体的かつ実効性の高い提案があるか。

運営体制

・指揮命令系統が明確であるか。

・スタッフに対して、業務の質を向上させるために必要な教育が実施され
ているか。

・スタッフの心身の健康管理を適切な内容で定期的に実施されているか。

施設の管
理運営方
法

・施設の管理運営方法は本施設の機能を維持・向上させていくうえで適切
かつ現実的か。

10 26

・利用者の人権・尊厳の保護等に対する具体的かつ実効性の高い提案があ
るか。

・事故防止、防犯、防災について、各リスクに応じた具体的かつ現実的な
マニュアル等の体制が整備されているか。

5 15

普通　３点

21

11

25

50

25

50
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英国大使館跡の遺跡について 

 

１ 英国大使館跡の遺跡の概要 

（１）経緯 

  令和４年４月、一番町に所在する英国大使館が敷地南側を売却し、三菱地所レジデンス株式

会社と環境省がそれぞれ土地を取得した。このうち、三菱地所レジデンス株式会社が取得した

範囲では、同社がマンション開発を計画している【別紙 発掘予定地案内図参照】。 

令和５年２月、開発に先立って千代田区が実施した埋蔵文化財の試掘調査の結果、遺跡が

発見されたため、令和５年６月から現在に至るまで、本格的な発掘調査を実施中である。 

 

（２）根拠法規など 

  文化財保護法第９６条第１項（遺跡発見の届出） 

→ 東京都教育庁から「発掘調査の実施」の指示 

→ 文化財保護法第９２条第１項 民間調査組織による遺跡の発掘調査 

    → 東京都教育庁から、区が発掘調査の指導及び監督するよう指示 

 

（３）調査状況 

   新規開発面積：7,770㎡を３分割して発掘調査。現在は、第Ⅱ区・第Ⅲ区の発掘調査中。

（Ⅰ区：3,747㎡、Ⅱ区：2,149㎡、Ⅲ区：1,874㎡） 

   近世の陸奥国七戸南部藩上屋敷に伴う建物跡、地下室、井戸や、近世初期の土塁や旗本

屋敷時代の屋敷割溝、弥生時代・縄文時代の住居址などが発見されている。特に、弥生時代

の住居は１月末時点で４３基が発見されており、区内初の集落跡とみられる。 

 
【写真１】第Ⅱ区 発掘作業の状況 

地域振興部資料４ 

令和６年２月５日 
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【写真２】第Ⅱ区 道状遺構の検出状況

 

【写真３】弥生時代の住居跡（１－３区） 
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２ 遺跡見学会 

（１）開催日時 

令和６年２月９日（金）、１０日（土）の２日間 

 

（２）対象 

ア 区内小・中学校に通う小学校３年生～中学生とその保護者 

イ 在住・在勤・在学者 

 

(3)説明会場 

一番町１－３ 英国大使館跡遺跡 

 

（４）概要 

ア 目的 

令和５年に新規発見され、現在発掘調査中の遺跡の公開を目的とする。公開対象は、子

どもを含む地域住民とし、地域の歴史や文化財行政についての理解を深める機会となるよ

う展開する。 

イ 経緯 

本件は、発掘調査の実施者である三菱地所レジデンス株式会社から依頼を受けて、千代

田区が主催するものである。 

 

（5）内容 

１回の見学あたりの所要時間は４５分とする。 

ア 周辺環境についての説明 

イ 遺構の見学・解説 

ウ 出土遺物の見学・解説 

 

（６）申込方法 

 ２月２日(金)までに、メールで住所・氏名・連絡先などの必要事項を記載した形で申込を受付

（抽選）。 

2月 9日（金）午前枠・午後枠、2月 10日（土）午前枠・午後枠の４つ区分で申込を受付中。 

募集枠：１回につき定員４０名。 

子ども枠 区内小中学校に通う小学校３年生～中学生とその保護者。 

１通につき２名１組。 

一般枠   １通につき１名のみ（安全管理上、複数人申し込みは不可）。 

 

（７）周知方法 

ア 広報千代田 

    令和 6年 1月２０日号 

イ 区 HPや区公式ＬＩＮＥ、X、Facebook 

    令和 6年 1月 20日に配信 

 



調査現場

英国大使館

皇居外苑半蔵門園地

麹町消防署

発掘予定地案内図 True north

村上開新堂

（株）銭高組

（株）宝島社

友心院

半蔵門病院

ダイヤモンドホテル

入口ゲート

発掘調査地点



True north

新規掘削想定範囲 7,770m2

0
1:600

20m

千代田区一番町計画 埋蔵文化財調査 加藤建設株式会社S＝1/600 2023.12.22

発掘調査遺構分布図

S1019

S1084掘
方

S1067

S1291

TP2

S280-P
1

S280

S291

S113

S717

S141

Y2
30.032

29.453

樹木

S2150

S1672瓦

S1654切り石 S1654切り石 S1654切り石

コンクリート基礎

南西側谷埋土トレンチ

S1631

犬走

コンクリート基礎

29.367

29.286

1区
2区

3区

地下室住居跡 井戸・上水

版築を伴う遺構 土坑・柱穴・他

※ 写真測量解析中の遺構は未掲載
   2区・3区の遺構図は未編集

近世　版築を伴う遺構

近世　版築を伴う遺構

近世～近代　井戸

近世　上水木樋

近世　地下室
縄文時代　住居跡(S350)
住居内貝層検出

近世　採土坑

近世　建物基礎

弥生時代　住居跡(S185) 弥生時代　住居跡(S1082)

長径約10ｍを測る大形の住居跡

遺構中央に階段あり�

版築層



公民協働推進制度に係る協定の締結について 

 

１ 制度概要 

（１）目的 

   民間法人（NPO法人を除く。）が有する知識、経験及び技術を活かした提案を広く求

め、民間法人と協働して区民福祉の増進を図ることを目的とする。 

（２）募集する提案の種類 

  ① 課題型提案 

    区があらかじめ設定し公表する区の課題の解決に資するための提案 

  ② 自由型提案 

    民間法人が任意に区の課題を設定し、当該課題の解決に資するための提案 

（３）令和 5年度募集及び提案状況 

  令和 5年 8月 5日～令和 6年 3月 31日  区広報及び区ホームページにて周知 

  【提案種別及び課題別提案数の状況（令和６年１月末日現在）】 

提案種別及び課題 提案数 

課題型 

① 発達に課題を抱える児童の通学や通所の支援 ０ 

② 区内のドブネズミ対策 １ 

③ 区内における食品ロスの削減に向けた取組みの推進 ０ 

④ 地域防災・安全に関する情報の広報 ０ 

自由型 ０ 

   ※ ④のみ募集期間の末日は、令和 5年 12月 31日まで。 

 

２ 今回の協定 

（１）提案項目 

   区内のドブネズミ対策 

（２）提案及び協定相手方 

   一般社団法人東京クリーンリサイクル協会 代表理事 尾崎 泰裕 
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（３）主な協働内容及び役割分担 

主な協働内容 
役割分担 

区 協定相手方 

① ゴミ出しルールの策定等

の町会又は商店会が主体と

なって行うネズミ対策に資

する取組みの側面支援に関

すること 

・ 清掃及び環境衛生にお

ける支援 

・ 町会及び商店会への連

絡調整 

・ 収集運搬業の知識及び

経験に基づく支援 

② 忌避剤入りゴミ袋（ねずみ

族が嫌うとされる香料を添

加したごみ袋）の効果検証 

・ ネズミの生息数の推移

に関するデータ収集 

・ 食害状況等の調査 

（４）対象地域 

   区内全域（鍛冶町二丁目からスタート） 

（５）協定締結日（協定期間） 

   令和 6年 1月 11日（令和 8年 3月 31日まで） 

※ 協議により延長する場合あり。 



千代田区(以下「甲」という。)及ぴ一般社団法人東京クリーンリサイクル協
会(以下「乙」という。)は、千代田区公民協働推進制度(千代田区公民協働推
進制度実施要綱(令和5年6月19日5千政企画発第22 号)に基づく制度をい
う。)に基づき、千代田区内のねずみ族の発生抑制に係る対策(以下「ねずみ対
策」という。)に関して次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

③
ねずみ対策に関する協定書

(目的)

第1条本協定は、甲及び乙が協働して事業を実施することにより、町会又は商
店会によるごみ出しルールの策定等ねずみ対策の側面的支援を図り、もって
千代田区内の生活環境の美化及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(公共性の尊重等) 」'^

第2条乙は、本協定に基づく事業(以下什嘉働事業」という。)の実施に当た
り求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するとともに適切な実
施に資するよう努めるものとする。

2 甲及び乙は、互いに協働し、信義を重んじ、対等な関係に立って本協定を誠
実に履行しなければならない。

3 協働事業の実施に当たり、他の事業者等から協働事業に参画したい旨の申
出があったときは、乙は、甲と協議の上、当該申出のあった事業者等と協調し
て取り組むよう努めるものとする。

(協働内容)

第3条甲及び乙は、次の事項について棚動して事業を実施する。
(1)町会又は商店会によるごみ出しルールの策定等ねずみ対策に資する取
組みの側面的支援に関するこど。

(2)忌避剤入りごみ袋(ねずみ族が嫌うとされる香料を添加したごみ袋を
いう。以下同じ。)の効果を検証すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認める事項
2 協働事業は、千代田区内の全域を対象とし、関係町会及び関係商店会の意向
を踏まえた上で、'甲乙間の協議により、実施する地区を決定する。

3 協働事業は、鍛冶町二丁目の地区から開始する。

t

(役割分担等)

第4条協働事業における甲の役割は、次の事項とする。
(1)前条第1項第1号の内容に関する事項

清掃及ぴ環境衛生における行政の立場から支援を行うこと。
町会及び商店会への連絡調整を行うこと。

(2)前条第1項第2号の内容に関して、効果検証の基礎となるねずみの生
息数の推移等に関するデータを収集すること。



(3)前2号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認める事項
2 協働事業における乙の役割は、次の事項とする。
a)前条第1項第1号の内容に関して、収集運搬業の知識及び経験に基づ
き支援を行うこと。

(2)前条第1項第2号の内容に関して、忌避剤入りごみ袋の食害状況等の
調査を行うこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、甲及び乙が必要と認める事項

3 前2項に規定する事項の実施に係る費用は、各自の負担とする。

(関係法令の遵守)
第5条乙は、協働事業の実施に当たっては、関係法令等を遵守しなけれぱなら

なし、

(千代田区紋章の使用)
第6条甲は、乙が忌避剤入りごみ袋に千代田区紋章(千代田区紋章制定の件

(昭和25年3月26日千代田区告示第 H 号)により定めたものをいう。)を
印字して使用することを認めるものとする。

2 乙は、前項に定めるもののほか、甲に認められた場合を除いて、千代田区紋
章を使用してはならない。

(情報管理)
第7条乙及びその従事者は、協働事業の実施により知り得た秘密及び甲の行

政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使
用してはならない。本協定が失効した後も同様とする。

(情報公開)
第8条甲は、乙から得た情報にっいて、千代田区情報公開条例.(平成13年千

代田区条例第2号)'の規定に基づく公文書の公開の請求があったとき.は、原則
として公開する。ただし、乙又は乙の利害関係者等の知的財産が含まれる場合
は、この限りでない。

2 乙は、甲が提供した情報にっい、て、申から承諾があった場合を除き、第三者
に提供しないものとする。

(損害賠償)
第9条甲及び乙は、本協定に定める義務に違反したことで本協定の相手方に

損害を生じさせた場合、その損害に相当する金額を賠償する責任を負うもの
とし、第三者に対して損害を生じさせた場合も同様とする。

2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害にっいて第三者に対して
賠償した場合は、乙に対して、その賠償した金額及びその他賠償に伴い発生し
た費用を求償できるものとする。

'.
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(第三者による実施)
第10条乙は、第4条第2項に規定する事項の全部を第三者に委託し、又は請

け負わせてはならない。

2 乙は、第4条第2項に規定する事項の一部を第三者,に委託し、又は請け負わ
せる場合は、事前に甲の承諾を受けるものとする。

3 乙が第4条第2項に定める事項の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ
る場合は、全で乙の責任及び費用において行うものとし、この場合において第
三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て
乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負
担するものとする。

4 乙は、第4条第2項に定める事項の一部を第三者に委託し、又は請け負わせ
る場合は、当該第三者の緊急連絡先等を記載した書面をあらかじめ甲に届け
出るものとし、その内容に変更があるときも同様とする。

(実績等報告)
第Ⅱ条乙は、協働事業の実施内容、成果、課題等を書面により甲に報告する

ものとする。

2 前項の報告の時期及ぴ内容については、甲乙間の協議により別に定める。

(権利又は義務の譲渡の禁止)
第 12 条乙は、本協定の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は継承させてはならない。.ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限り
でない。

(協議、承諾等の様式)
第B条本協定に関する甲乙間の協議、承諾等に関する手続は、書面により行

うものとする。ただし、双方が軽微と認めるものについては、この限りでない。

(有効期間)
第 14条本協定の有効期間は、本協定の締結の日から令和8年3月31日まで

とする。ただし、甲乙間の協議により、当該期間を延長することができる。

(協定の解除)
第15条本協定の解除は、甲及び乙の合意により成立する。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本
協定の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が本協定に違反したとき。
(2)協働事業の実施に関して不正又は不当な行為を行ったことが判明した

とき。

(3)前2号に規定するほか、甲が解除することが必要であると認めるとき。
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(疑義等についての協議)
第16条本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、そ

の都度、甲乙間が協議の上、決定するものとする。

(裁判管轄)

第17条本協定に関する紛争は、東京地方裁判所(簡易裁判所の事物管轄に属
する件については東京簡易裁判所)を第一審の管轄裁判所とする。

本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、
各1通を保有する。

令和6年1月 H e

甲 東京都千代田区九段南一丁目2番1号
千代田区

一『一ー

区長樋口高顕f 、'1
,,丁_'_●,ー"

一般社団法人東京クリー乙」づ基堰ル協会

代表理事尾崎泰.

乙 東京都中央区銀座五丁目14番10号
第10矢野新ビル8階

、ー

ー
ー

ー
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千代田区子ども・子育て支援事業基金条例について 

 

 

１ 目的 

保育需要への対応及び保育の質の向上を図り、子どもたちが健やかに育ち、子

どもたちを安心して育てることができる環境整備に要する財源を確保する。（第１

条） 

 

２ 設置日 

   公布の日から施行（平成 27年３月４日条例第７号） 

 

３ 累計活用額（令和４年度末まで） 

   50億 9,916万３千円 

 

４ 主な活用事業 

   ・私立保育所等整備補助 

   ・私立保育所等運営補助 

   ・認証保育所等運営補助 ほか 
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千代田区手数料に関する規定整備について 

 

 

１ 経緯 

（１）戸籍法の一部を改正する法律の施行に基づき戸籍法の一部が改正された。 

     これにより、本籍地の区市町村以外の区市町村において戸籍証明書等の請求 

    等が可能となったことから、申請にかかる手数料を設定する必要がある。 

（２）脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関 

  する法律等の一部を改正する法律において、「建築物のエネルギー消費性能の 

  向上に関する法律」の題名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 

  法律」に改正された。 

これにより、手数料条例で使用されている法律名を改める必要がある。 

 

２ 内容 

（１）本籍地の区市町村以外の区市町村において戸籍証明書等の請求等が可能と 

    なったことから、申請にかかる手数料を設定する。 

（２）「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギ 

ー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

 

３ 施行予定日 

（１）令和６年３月１日  

（２）令和６年４月１日 

政 策 経 営 部 資 料 ３ 
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番号利用法の改正等に伴う規定の整備について 

 

 

１ 趣旨 

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 

（番号利用法）の改正及びマイナンバーを用いた事務手続きの拡充に伴う、規定

（「千代田区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」）の整備を

行う。 

 

 

２ 概要 

①番号利用法の改正に応じた表記の修正を行う。 

 

②児童育成手当及び子育て世帯への医療費助成においてもマイナンバーを活用

した保険及び戸籍に関する情報照会ができるよう規定を整備する。 

 

③生活保護法に基づく保護に準じた保護を受けている外国人等が医療機関を 

受診する際の資格確認にマイナンバーを活用できるよう規定を整備する。 

 

 

３ 実施予定 

① 改正番号利用法の施行の日から 

②及び③ 改正条例の公布の日から 
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東京都市計画道路幹線街路環状第一号線（九段）整備事業に伴う 

九段第３合同庁舎内の工作物等移設工事について 
 

 

１．整備概要 

・路 線 名  環状第一号線（東京都道） 

・施工箇所  千代田区九段南一丁目～一ツ橋一丁目 

・延  長  約 580ｍ（うち九段第３合同庁舎前：約８０ｍ） 

・都市計画  昭和 21年 3月 26日 

・事業認可  平成 24年 12月 7日 

・計画幅員  ３０ｍ（九段第３合同庁舎前：現状約２２ｍ） 

・事業施行者 東京都第一建設事務所 

 

２．対象敷地 

 ・地  番  千代田区九段南一丁目 13番 10 

 ・面  積  538.35㎡ 

 ・売  渡  令和３年３月８日 

 

３．道路整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．九段第３合同庁舎内の工作物等移設工事 

  ・参考資料のとおり 

皇
居
側 

現 状 

整備後 

庁
舎
側 
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５．スケジュール（工作物等移設工事、事業施行者：東京都第一建設事務所） 

・工事説明会  １階区民ホールにて、令和６年３月１３日（水） １９：００～   

広報２月２０日号及び千代田区ホームページにて周知 

  ・工 事 期 間  令和６年５月～令和６年 11月末（予定） 
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千代田区指定

保水性インタ-ロッキング敷込み

（石貼）
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（電源供給用ＰＢは基礎コンクリ－ト上に置く

永久歩道切下

U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）
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保水性インタ-ロッキング敷込み

千代田区指定
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UP

認定表示板 庁舎名サイン

火気厳禁スタンドサイン 消火器ボックス

旗ポール

アルミ掲示板 ボラード

スタンドサイン シダレザクラ

館名サイン 屋外時計

石碑 石ベンチ 外部階段 門扉

スピーカー

太陽光パネル

参考資料

回転灯付

歩道

歩道

歩道

既存（緑地） 通路幅拡張（1m→1.4m）

消火器ボックス2箇所

火気厳禁スタンドサイン モニュメント
【存置】

【撤去】

【存置】

▼
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地
境
界
線

▼
敷
地

境
界

線

▼敷地境界線

【新設】

情報表示装置
【存置】

 6箇所【撤去】

館名サイン
【一時撤去移設】

屋外時計
【一時撤去移設】

アルミ掲示板6箇所
【一時撤去移設】

【一時撤去移設】

【一時撤去移設】

【撤去】
門扉

旗ポールH12m 5箇所

【撤去】
石ベンチ5箇所

外部階段
手摺共

【撤去新設】

スピーカー

駐輪場サイン
【一時撤去移設】

【撤去】

【一時撤去移設】

石ベンチ2箇所

【新設】
手摺H1100

【新設】

手摺H800

門扉

ボラードΦ200 H700

スタンドサイン

シダレザクラ
【一時撤去移設】

【撤去】

認定表示板

庁舎名サイン

史跡モニュメント

石碑
【一時撤去移設】

石ベンチ1箇所
【一時撤去移設】

【撤去、一時撤去移設】

旗ポールH12m 3箇所
【新設】

出入口

出入口

太陽光パネル

自転車置場（20台程度）【新設】

駐輪場サイン

▼都市計画線

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
⑫

⑭

⑰

⑱

⑮

⑭

⑬

⑯

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

九段第３合同庁舎内の工作物等移設

凡例

撤去 一時撤去 移設 新設既存のまま



中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）

JB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げ

記号記号記号記号記号記号記号 名称名称名称名称名称名称名称 数量数量数量数量数量数量数量 単位単位単位単位単位単位単位形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法 改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容改修内容
撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針

単位単位単位単位単位単位単位記号記号記号記号記号記号記号 名称名称名称名称名称名称名称 形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法 記号記号記号記号記号記号記号 名称名称名称名称名称名称名称 単位単位単位単位単位単位単位形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法形状・寸法

板石舗装-1板石舗装-1板石舗装-1板石舗装-1板石舗装-1板石舗装-1板石舗装-1

点字ブロック点字ブロック点字ブロック点字ブロック点字ブロック点字ブロック点字ブロック

中国産花崗岩（白系）中国産花崗岩（白系）中国産花崗岩（白系）中国産花崗岩（白系）中国産花崗岩（白系）中国産花崗岩（白系）中国産花崗岩（白系）

JB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げ

擬石ブロック（イエロー）擬石ブロック（イエロー）擬石ブロック（イエロー）擬石ブロック（イエロー）擬石ブロック（イエロー）擬石ブロック（イエロー）擬石ブロック（イエロー）

300×300　300×300　300×300　300×300　300×300　300×300　300×300　

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線道路境界線

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1
S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1

撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量

改修数量改修数量改修数量改修数量改修数量改修数量改修数量

枚枚枚枚枚枚枚

撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針撤去方針

改修方針改修方針改修方針改修方針改修方針改修方針改修方針

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

改修改修改修改修改修改修改修

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

改修改修改修改修改修改修改修

ＮＮＮＮＮＮＮ

浸透U字溝（砂利化粧）浸透U字溝（砂利化粧）浸透U字溝（砂利化粧）浸透U字溝（砂利化粧）浸透U字溝（砂利化粧）浸透U字溝（砂利化粧）浸透U字溝（砂利化粧）

浸透U字溝（化粧蓋）浸透U字溝（化粧蓋）浸透U字溝（化粧蓋）浸透U字溝（化粧蓋）浸透U字溝（化粧蓋）浸透U字溝（化粧蓋）浸透U字溝（化粧蓋）

U字溝（砂利化粧 2 ）U字溝（砂利化粧 2 ）U字溝（砂利化粧 2 ）U字溝（砂利化粧 2 ）U字溝（砂利化粧 2 ）U字溝（砂利化粧 2 ）U字溝（砂利化粧 2 ）

U字溝（化粧蓋TYPE 1 ）U字溝（化粧蓋TYPE 1 ）U字溝（化粧蓋TYPE 1 ）U字溝（化粧蓋TYPE 1 ）U字溝（化粧蓋TYPE 1 ）U字溝（化粧蓋TYPE 1 ）U字溝（化粧蓋TYPE 1 ）

U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）U字溝（化粧蓋TYPE 2 ）

U字溝（グレーチング）U字溝（グレーチング）U字溝（グレーチング）U字溝（グレーチング）U字溝（グレーチング）U字溝（グレーチング）U字溝（グレーチング）

縁石Ａ縁石Ａ縁石Ａ縁石Ａ縁石Ａ縁石Ａ縁石Ａ

W210W210W210W210W210W210W210

W200W200W200W200W200W200W200

改修方針改修方針改修方針改修方針改修方針改修方針改修方針
撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量撤去数量

改修数量改修数量改修数量改修数量改修数量改修数量改修数量

W210W210W210W210W210W210W210
ーーーーーーー

ｍｍｍｍｍｍｍ
ーーーーーーー

新設新設新設新設新設新設新設

ｍｍｍｍｍｍｍ
新設新設新設新設新設新設新設
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

W270W270W270W270W270W270W270

W370W370W370W370W370W370W370 ｍｍｍｍｍｍｍ
新設新設新設新設新設新設新設
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

W350W350W350W350W350W350W350 ｍｍｍｍｍｍｍ
新設新設新設新設新設新設新設
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ｍｍｍｍｍｍｍ
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ーーーーーーーーーーーーーー
W150W150W150W150W150W150W150

ｍｍｍｍｍｍｍ
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ーーーーーーーーーーーーーー

ｍｍｍｍｍｍｍ
撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ーーーーーーーーーーーーーー

ピンコロ石舗装ピンコロ石舗装ピンコロ石舗装ピンコロ石舗装ピンコロ石舗装ピンコロ石舗装ピンコロ石舗装

クォーツサイト（緑系）クォーツサイト（緑系）クォーツサイト（緑系）クォーツサイト（緑系）クォーツサイト（緑系）クォーツサイト（緑系）クォーツサイト（緑系）

中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）中国産花崗岩（桜系）

□100xt50　JB仕上げ□100xt50　JB仕上げ□100xt50　JB仕上げ□100xt50　JB仕上げ□100xt50　JB仕上げ□100xt50　JB仕上げ□100xt50　JB仕上げ

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

板石舗装-3板石舗装-3板石舗装-3板石舗装-3板石舗装-3板石舗装-3板石舗装-3

植栽帯植栽帯植栽帯植栽帯植栽帯植栽帯植栽帯 植栽平面図による植栽平面図による植栽平面図による植栽平面図による植栽平面図による植栽平面図による植栽平面図による ーーーーーーー ーーーーーーー

改修改修改修改修改修改修改修

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
外部デッキ外部デッキ外部デッキ外部デッキ外部デッキ外部デッキ外部デッキ

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡板石舗装-2’板石舗装-2’板石舗装-2’板石舗装-2’板石舗装-2’板石舗装-2’板石舗装-2’
中国産花崗岩（グレー系）中国産花崗岩（グレー系）中国産花崗岩（グレー系）中国産花崗岩（グレー系）中国産花崗岩（グレー系）中国産花崗岩（グレー系）中国産花崗岩（グレー系）

JB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げJB仕上げ

板石舗装-2板石舗装-2板石舗装-2板石舗装-2板石舗装-2板石舗装-2板石舗装-2
ーーーーーーー

ーーーーーーー

ーーーーーーー

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

ーーーーーーー

㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡
ーーーーーーー

245.9245.9245.9245.9245.9245.9245.9

45.745.745.745.745.745.745.7

4.24.24.24.24.24.24.2

15.015.015.015.015.015.015.0

35.035.035.035.035.035.035.0

6.66.66.66.66.66.66.6

63.063.063.063.063.063.063.0

11.011.011.011.011.011.011.0

ーーーーーーー

ーーーーーーー

ーーーーーーー

ーーーーーーー
ーーーーーーー

ーーーーーーー

36.736.736.736.736.736.736.7

2.92.92.92.92.92.92.9

37.737.737.737.737.737.737.7

19.519.519.519.519.519.519.5

9.59.59.59.59.59.59.5

6.46.46.46.46.46.46.4

5.65.65.65.65.65.65.6

13.413.413.413.413.413.413.4

0.80.80.80.80.80.80.8

0.80.80.80.80.80.80.8

BDBDBDBDBDBDBD

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1
PIPIPIPIPIPIPI

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1 S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1
S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1 S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1 S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1

S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2
S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2 S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1

S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2

S-3S-3S-3S-3S-3S-3S-3

S-2'S-2'S-2'S-2'S-2'S-2'S-2'

PIPIPIPIPIPIPI

BDBDBDBDBDBDBD

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1
S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1

S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2

S-2'S-2'S-2'S-2'S-2'S-2'S-2'

S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2
S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2 S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2

S-2S-2S-2S-2S-2S-2S-2

S-3S-3S-3S-3S-3S-3S-3
S-3S-3S-3S-3S-3S-3S-3

S-3S-3S-3S-3S-3S-3S-3 S-3S-3S-3S-3S-3S-3S-3

S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1 S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1 S-1S-1S-1S-1S-1S-1S-1

31.331.331.331.331.331.331.3

出入口出入口出入口出入口出入口出入口出入口

出入口出入口出入口出入口出入口出入口出入口

現　状現　状現　状現　状現　状現　状現　状

移設後移設後移設後移設後移設後移設後移設後

既存土既存土既存土既存土既存土既存土既存土 車道舗装車道舗装車道舗装車道舗装車道舗装車道舗装車道舗装 仮アスファルト舗装仮アスファルト舗装仮アスファルト舗装仮アスファルト舗装仮アスファルト舗装仮アスファルト舗装仮アスファルト舗装 グリーンフェンスグリーンフェンスグリーンフェンスグリーンフェンスグリーンフェンスグリーンフェンスグリーンフェンス 仮土留め＋グリーンフェンス仮土留め＋グリーンフェンス仮土留め＋グリーンフェンス仮土留め＋グリーンフェンス仮土留め＋グリーンフェンス仮土留め＋グリーンフェンス仮土留め＋グリーンフェンス

▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線

▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線

▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線

▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線▼都市計画線

参考資料参考資料参考資料参考資料参考資料参考資料参考資料



 

財産の取得について 

 

１ 旧区立外神田住宅区分所有部分の取得 

  旧区立外神田住宅は、老朽化が著しく耐震性に問題があることから早期解体に着

手するため、区分所有者等の権利を区が取得する。 

 

２ これまでの経緯 

  ○令和元年１２月：第４回定例会 

補正予算（令和元年度第２号補正）で取得経費の予算計上（1,121,700千円） 

議決後、権利者との仮契約締結に着手 

  ○令和２年 ２月：第１回定例会 

仮契約締結済の 11者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者 18者のうち 11者分の財産取得について） 

議決後、順次本契約を締結し権利を取得 

  ○令和２年 ９月：第３回定例会 

仮契約締結済の３者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者 18者のうち３者分の財産取得について） 

議決後、順次本契約を締結し権利を取得 

  ○令和４年 11月：第４回定例会 

仮契約締結済の１者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者 18者のうち 1者分の財産取得について） 

議決後、本契約を締結し権利を取得 

  ○令和５年 11月：第４回定例会 

仮契約締結済の１者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者 18者のうち 1者分の財産取得について） 

議決後、本契約を締結し権利を取得 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 残りの区分所有者２者のうち、その後に仮契約を締結した１者分の財産取得につ

いて、今後、議案を提出予定。 

（取得予定財産：42.09㎡・49,766千円） 

 残り１者の区分所有者についても、引き続き仮契約締結に向けた取得交渉を進め

ていく。 

政 策 経 営 部 資 料 ６ 

令 和 ６ 年 ２ 月 ５ 日 



 

 

 

千代田区公共施設等総合管理方針改定の進捗状況について 

 

１ 改定の背景 

千代田区公共施設等総合管理方針は、区有施設と都市基盤施設の現状や将来の見通しを整理するとともに、

管理に関する方針や今後の方向性を示したものです。国の指針を踏まえて平成 29 年３月に策定したものです

が、公共施設を取り巻く情勢が変化していることや、国の指針自体が改訂されたことを受け、今年度から来年

度にかけて改定作業を行っています。 

 

２ 改定作業の状況 

令和５年  ６月  

８月  

９～10月  

12月 

改定業務の事業者選定（プロポーザル方式） 

第１回庁内検討会（方向性の確認） 

区政モニターアンケート、区民世論調査の実施 

第２回庁内検討会（ポイントの確認） 

 

３ 改定のポイント (詳細は参考資料のとおり) 

（１）施設に関するこれまでの方針等の一元化 

区では、公共施設等に関連する方針や考え方を複数策定しています。今回の改定を契機に、これらの方針

や考え方の全体が把握できるよう内容を一元化します［全体方針編］。また、個々の施設についての現時点で

の見通しについても新たに整理します［個別施設編］。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）用途特性等の整理 

施設の適切な配置を検討する際の材料として、改めて地域の特性を確認すると共に、用途ごとの方針（施

設類型別方針）をこれまでの９分類から 19分類に細分化し、それぞれの特性を明らかにしていきます。 

（３）改修工事等の見通しの毎年の更新 

区有施設における 10 年先までの改修工事等の見通しを中期計画としてまとめ、毎年内容を更新していき

ます。また、各公共施設の紹介資料等も掲載します。 

（４）新たな政策等への対応 

前回方針策定後に策定された環境分野計画、DX戦略、防災対策、ウォーカブルなまちづくりの考え方など

の新たな政策・方針等に対応するため、施設の性能・仕様について整理します。 

 

４ 今後の作業スケジュール（予定） 

令和６年  ６月  

夏頃  

パブリックコメント実施 

千代田区公共施設等総合管理方針の改定 

 

現状の方針・考え方 

千代田区公共施設等 

総合管理計画 

（全体方針編） 

千代田区公共施設等 

総合管理計画 

（個別施設編） 

今回の改定 

公共施設整備の基本的な考え方 
（令和４年 11 月） 

千代田区公共施設等総合管理方針 
（平成 29 年 3 月） 

千代田区財産活用方針 
（平成 24 年 2 月更新） 

千代田区公有財産白書 
（平成 26 年 3 月） 

一元化 

政 策 経 営 部 資 料 ７ 

令 和 ６ 年 ２ 月 ５ 日 
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● 対象施設

● 現行の方針：『千代田区公共施設等総合管理方針（平成29年3月）』

• 千代田区公共施設等総合管理方針とは、公共施設等の現状や将来の見通しを整理するとともに、管理に関す

る方針や今後の方向性を示したものです。

• この方針は、総務省が全国に向けて指針を通知した「公共施設等総合管理計画」に該当するものとして平成

29年３月に策定したものですが、公共施設等を取り巻く情勢が変化していることや、当該指針自体が改訂され

たことを受け、現在改定作業を行っています。

• なお、「公共施設等総合管理計画」の策定は、全国的な取り組みとなっており、令和５年３月３１日現在、都道府

県及び指定都市については全団体、市区町村については99.9％の団体において策定が行われています。

• 改定にあたり対象にする施設は、千

代田区が所有する財産のうち、左図

に示す区有地・区有施設と都市基盤

施設である公園等・道路・橋梁となり

ます。

• また、民間等の外部の財産を借り上

げて公共施設として利用しているも

のについても整理・確認します。

• 平成26年3月の「千代田区公有財産

白書」での整理を踏まえつつ現状の

把握と将来の見通しを更新し、以下

の管理原則と方針を導き出しました。

• 現在は、この管理原則・方針に基づ

き、適切な公共施設管理に取り組ん

でいます。

• なお、個別施設ごとの取り組みにつ

いての記載はありません。

※都市基盤施設には、公衆便所、公園施設
(便所、倉庫など）を含みます。

※区立都市公園・区立児童遊園・区立広場
を公園等としています。

千代田区公共施設等総合管理方針

平成29年3月
千 代 田 区

P.49より抜粋

≪公共施設等の管理原則・方針（H29年3月）の概要≫

①適切な保全を実施
→点検の実施と安全確保、

長期的コストの平準化手法の適用など

②質の高いサービスを適正なコストで
→状況変化を捉えたサービス見直しなど

③総量の適正化
→環境等に配慮した必要規模の検討など

区
有
施
設

①維持管理、改修の確実な実施
→点検・診断による必要箇所の抽出、

優先度を考慮した対策の実施
②長期的視点からのコスト縮減
→維持管理計画の策定、新技術の活用など

③都市機能更新やまちづくりとの調和
→民間が創意工夫できる事業手法の活用など

都
市
基
盤
施
設

区の財産 公有財産

都市基盤施設

区有地

公園等

区有施設

道 路

橋 梁

物 品

債 権

基 金

民間等の財産 民間等の財産を借上げた公共施設

●公共施設等総合管理方針について

千代田区公共施設等総合管理方針 改定のポイント

参考資料
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＜用途別内訳＞

＜築年度別整備状況＞

• 区有施設の延床面積の合計は約37万9千㎡で、前回の方針策定（平成28年４月１日時点）から、約2万7千㎡

増加しています。これは、麹町保育園や九段小学校・幼稚園、万世橋出張所・区民館、お茶の水小学校・幼稚

園等、約5万4千㎡が新築されている一方、古い建物が約2万7千㎡減少していることによるものです。特に旧

耐震設計基準の時期に建てられた施設は、約８万７千㎡から、約7万1千㎡に減少しています。

• 延床面積を用途別にみると、「学校施設」が34.9％と最も多く、次いで「住宅施設」が16.0％、「庁舎等」が

10.0％となっています。なお、「未利用・暫定活用財産」は全体の9.3％となっています。

スポーツ施設（3.2%）

未利用・暫定活用財産（9.3%）

庁舎等（10.0%）

住宅施設
（16.0%）

今後新築予定※（3.1%）

保健・福祉施設（9.8%）

区民集会施設（1.3%）

文化・学習施設（4.4%）

レクリエーション

施設（1.7%）

学校施設
（34.9%）

児童施設（5.1%）

その他（1.1%）

● 区有施設の状況

※ 四番町公共施設

（令和５年3月31日時点）
お茶の水小・幼稚園と
四番町公共施設は改築
後の数値を反映

面積割合合計面積用途区分

1.3%5,110㎡区民集会施設

4.4%16,682㎡文化・学習施設

3.2%12,304㎡スポーツ施設

1.7%6,502㎡レクリエーション施設

34.9%132,173㎡学校施設

5.1%19,281㎡児童施設

9.8%36,939㎡保健・福祉施設

10.0%38,004㎡庁舎等

16.0%60,445㎡住宅施設

1.1%4,198㎡その他

9.3%35,251㎡未利用・暫定活用財産

3.1%11,929㎡今後新築予定※

100.0%378,818㎡合計

区有施設の延床面積 約3７万９千㎡

旧耐震設計基準の施設
約7万１千㎡（-1万6千㎡）

新耐震設計基準の施設
約30万８千㎡（+４万３千㎡）

未利用・
暫定活用

文化・
学習施設

スポーツ
施設

学校施設

保健・
福祉施設

児童施設

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設

住宅施設

区民集会
施設

その
他

築20年未満
約10万2千㎡（29.3％）

方針策定以降
の新規施設
2.8万㎡

築30年以上
約12万8千㎡（36.5％）

庁舎等

累計整備量（㎡）

～1953 1954～19６3 19６4～1973 19７4～19８3 19８4～19９3 19９4～２００3 2004～２０13 2014～２０２3 20２4～

麹町保育園 0.1万㎡
東松下町住宅1.0万㎡

麹町仮住宅0.4万㎡
万世橋出張所0.4万㎡

九段小
0.9万㎡

お茶の水小・
幼稚園

1.4万㎡

＜今後増加予定＞
四番町公共施設

(2026年)
1.2万㎡



種 別 延 長 面 積 

国 道 10,279ｍ（  6.2％) 399,747 ㎡（ 15.7％） 

都 道 24,881ｍ（ 15.0％） 837,338 ㎡（ 32.8％） 

区 道 130,390ｍ（ 78.8％) 1,316,620 ㎡（ 51.6％） 

計 165,550ｍ（100.0％） 2,553,705 ㎡（100.0％） 

 

 区立公園 区立以外の公園 
合計 

都市公園 児童遊園 都立公園 国民公園等 

面積 104,091 ㎡ 6,315 ㎡ 161,637 ㎡ 1,436,868 ㎡ 1,708,911 ㎡ 

 計 110,406 ㎡(6%) 1,598,505 ㎡(94%) 

箇所数 22 箇所 23 箇所 １箇所 5 箇所 51 箇所 

 

種別 橋梁数 延長 橋梁面積 

国道 ４橋 360ｍ 6,581 ㎡ 

主要道路 ５橋 138ｍ 5,002 ㎡ 

一般都道 ５橋 203ｍ 5,746 ㎡ 

区道 ２３橋 844ｍ 13,953 ㎡ 

計 ３７橋 1,545ｍ 31,282 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麹町地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士見 

地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神保町 

地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神田公園 

地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万世橋 

地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉橋 

地域 

（㎡）
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■公園及び児童遊園等の整備状況

■道路延長・面積の内訳

■橋梁数、延長及び面積

出典：千代田区行政基礎資料（令和５年版）

■区立都市公園の面積比較

（令和４年４月1日現在）

出典：千代田区行政基礎資料（令和５年版）

（令和４年４月1日現在）

（令和４年４月1日現在）

（令和４年４月1日現在）

• 公園：区には51箇所、約１７０万９千㎡の公園が整備されています。内訳は、区立公園は全体の６％で、残り

は都立公園（日比谷公園：161,637㎡）と国民公園等（皇居外苑や北の丸公園など５箇所1,436,868㎡）

です。

• 道路：道路の延長は165,550m、面積は2,553,705㎡です。区道が延長の78.8％、面積の51.6％を占めていま

す。

• 橋梁：総数は37橋 （道路橋のみ）、延長1,545ｍ、面積31,282㎡です。このうち、区が管理している区道の橋

梁は、総数23橋、延長844ｍ、面積13,953㎡です。

● 都市基盤施設の状況

出典：千代田区行政基礎資料（令和５年版）

出典：千代田区行政基礎資料（令和５年版）



千代田区公共施設等総合管理計画
（個別施設編）

千代田区公共施設等総合管理計画
（全体方針編）

追加

● 計画の概要

● 改定の背景・改定にあたっての考え方

● 公共施設等を取り巻く現状と課題
・人口、地域、財政状況
・区有施設、都市基盤施設の状況
・建替え・改修等に係るコスト試算

● 公共施設等の実態把握
・建物の評価
・施設類型別実態把握

● 公共施設等の管理に関する基本的な方針
・区有施設
・都市基盤施設

● 基本方針を実現するための改善方策

● 総合的かつ計画的な管理の推進に向けて
・組織体制
・情報管理・共有方策
・進行管理

毎年更新

10年毎に改定

現状の方針・考え方

公有財産表
（毎年度）

公有財産使用許可・
貸付状況調書

（毎年度）

公共施設整備の
基本的な考え方
（令和４年11月）

千代田区公共施設等
総合管理方針

（平成29年3月）

千代田区
財産活用方針

（平成24年2月更新）

千代田区
公有財産白書

（平成26年3月）

連動

４

ポイント

施設に関するこれまでの方針等の一元化１

• 現在、区では、公共施設等に関連する方針や考え方を複数策定しています。今回の改定を契機に、 これらの
方針や考え方の全体が把握できるよう一元化します。

• また、管理の原則・方針を示すだけでなく、それらを踏まえた個々の施設についての現時点での見通しについ
ても、新たに整理します。

• それら全体を「公共施設等総合管理計画（全体方針編／個別施設編）」とします。

連動

予算の概要
（毎年度）

反映

● 区有施設を取り巻く状況

（人口、財政、施設状況等）

● 改修工事等中期計画（区有施設）

● 公共施設の一覧

追加

追加

追加



590 
1,075 

1,379 
1,279 

1,358 

805 

1,461 

600 
997 

1,186 
1,211 

1,262 

614 

1,355 

５

用途特性等の整理２

• 学校や出張所など、区有施設はその用途の特性に応じた適切な配置に留意する必要があります。

• 新設する場合はもちろん、既存の施設についても、今後の行政ニーズの変化に応じて柔軟な対応（再配置
等）が求められます。

• 一方で、区が所有する土地・建物は限られているという状況もあります。

• このため、今回の改定では、適切な配置を検討する際の材料として、改めて地域の特性を確認すると共に、
用途ごとの方針（施設類型別方針）をこれまでの９分類から19分類に細分化し、それぞれの特性を明らかに
していきます。

麹町・番町・
富士見エリア

秋葉原・
神田・
神保町
エリア

都心中枢エリア

ポイント

地域の特性

用途の特性

• 都市計画マスタープランにおけるエリア設定等を参考に、地域特性を整理し、施設ニーズとの関係や配

置を検討する際の材料とします。

＜都市計画マスタープランにおけるエリア設定＞ ＜地域別昼夜間人口比率＞

平成27年度

53,533

令和2年度

麹町 富士見 神保町 神田
公園

万世橋 和泉橋 中枢
エリア

区
全体

麹町・番町・
富士見エリア

秋葉原・神田・神保町
エリア

都心中枢

（ 例 ）

大分類 小分類
施設類型別方針

前回 今回
1 区民集会施設 1 区民館 (1) (1)
2 文化・学習施設 1 文化・学習施設

(2)
(2)

２ その他文化ホール (3)
３ 図書施設 (4)

3 スポーツ施設 1 スポーツ施設 (3) (5)
4 レクリエーション施設 1 レクリエーション施設 (4) (6)
5 学校施設 1 小学校、中学校・中等教育学校

(5)
(7)

２ その他教育施設 (８)
6 児童施設 1 幼稚園・こども園、保育園等

(6)
(9)

2 児童センター・児童館 (10)
3 その他児童施設 (11)

7 保健・福祉施設 1 高齢者福祉施設
(7)

(12)
2 障害者福祉施設 (13)

8 庁舎等 1 本庁舎、出張所
(8)

(14)
２ 保健所 (15)
３ 土木事務所、清掃事務所等 (16)

9 住宅施設 1 区立住宅、区営住宅、区民住宅等 (9) (17)
10 その他 1 職員住宅、その他 ー (18)
11 未利用・暫定活用財産 1 未利用・暫定活用財産 ー (19)

• ニーズを的確に捉えるた

めに、区有施設の用途ご

と・個別施設ごとに詳細な

調査・分析を行い、判断

材料になる根拠資料とし

ていきます。

• 区民利用施設のコスト・

利用実態調査を実施し、

地域特性も踏まえた把

握・分析を行います。

• これらを踏まえて19分類

それぞれの特性を整理し

ます。

縦軸：
（昼間人口/夜間人口）％

52,335
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改修工事等の見通しの毎年の更新３

• 区有施設における１０年先までの改修工事等の見通しを中期計画としてまとめます。

• 改築の予定については明らかになったもののみ反映します。

• 内容は毎年更新し、各施設の紹介資料などとともに公共施設等総合管理計画（個別施設編）の中で公

表します。

• データの整理のと毎年の更新を行っていくため、施設保全情報管理システムを整備します。

保全計画の作成

施設台帳の管理

施設図面の管理

① 建物基礎情報の管理

② 中期・長期のコストシミュレーション

③ 部位・設備機器の詳細管理

④ 計画の進行管理

⑤ 実施した工事のコスト分析

⑥ 工事履歴と図面を管理 など

• 各施設の紹介資料（公共施設の一覧）

㉕ 公園便所（宮本公園） 万世橋地域

写真 

所在地 千代田区外神田二丁目16-9

竣工年度 2009年 延床面積 18.96㎡ 構造 RC

バリアフリー

情報

備考 トイレ使用時間7：00～19：00

• 施設の改修や整備は計画的に実施する必要があります。

• 一方で、固定化した計画、将来見通しは、作成後すぐに陳腐化してしまいます。

• 変化の激しい時代に柔軟に対応していくためには、判断材料となる将来の見通し（改修時期や費用）を

随時更新していく必要があります。

ポイント

㎡

利用形態

2020年 3,653.68 地上9階/地下1階 S 自用

耐震性

耐震性あり

建物形態

複合施設

⑥ 万世橋出張所・区民館 万世橋地域

写真 

所在地 千代田区外神田一丁目1-13

アクセス

方法

JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分、都営新宿線小川町駅から徒歩7分、東京メトロ丸

ノ内線淡路町駅から徒歩7分、東京メトロ銀座線神田駅須田町口から徒歩5分

【EV連絡出入口】JR秋葉原駅電気街口、新宿線小川町駅A6出口、丸ノ内線淡路町駅

EV出口（荻窪方面行ホーム階直結）、銀座線神田駅6番出口（7：00～21：00）

避難所の

指定状況
－

再生可能

エネルギー設備

太陽光発電設備、地中熱利用

設備

ハザード情報
神田川（1.0ｍ以上2.0ｍ未満、継続時間12ｈ未満）、荒川（0.5ｍ以上3.0ｍ未満、継

続時間2週間以上）、高潮（1.0ｍ以上3.0ｍ未満、継続時間1日以上3日未満）

バリアフリー

情報

竣工年度 延床面積 階数 構造

施設保全情報管理システムと連携した計画の運用



◆今後の予定

ちよだパークサイドプラザ 整備 ○ ○ ○ ○ ○

軽井沢少年自然の家 整備 ○ ○ ○ ○ ○

番町小学校・幼稚園 整備 ○ ○ ○ ○ ○

（仮称）旧和泉町ポンプ所跡地新施設 整備 ○ ○ ○

旧千代田保健所
（（仮称）神田錦町三丁目施設）

整備 ○ ○ ○ ○ ○

スポーツセンター 整備 ○ ○ ○ ○ ○

千代田区立
内幸町ホール

改修 改修 ○ ○ ○ ○ ○

旧練成中学校
ちよだアートスクエア

改修 ○ ○

（仮称）ちよだエコセンター 構想等

児童相談所 構想等

（R1年ちよだエコセンター基本構想）

（H29千代田区共育推進計画）

（調査検討）

工事

工事

（基本構想検討）

改修

　分野別の基本構想等に記載があるもの

　予算の概要（R5）に記載があるもの（抜粋し、再掲）

（調査検討）

工事

7

改修工事等中期計画（区有施設）のイメージ

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

本計画は、予算の状況や業務の平準化の状況を踏まえ、毎年見直しを行います。閉鎖管理している施設は、棟名称を
グレーで色付けしています。
※ 共用施設は、共用先との調整により、工事内容や実施時期が変更となる可能性があります。

日比谷図書文化館 文化・学習 10,154 1957 ● ● 空調 ● ● ● ● 中規模 ● ●

番町小学校（校舎） 学校 5,725 1971 ◎ ● △ △

番町幼稚園 学校 721 1971 ◎ ● △ △

番町小学校（講堂） 学校 1,524 1961 ● ● △ △

旧今川中学校
（校舎・体育館）

未利用・暫
定活用

2,082 1964 ● ● ● ● ● ● △ △

旧今川中学校（便所）
未利用・暫
定活用

36 2000 ○ ○ ○ ○ ○ ● △ △

花小金井運動施設
（園舎）

スポーツ 450 1965 ◎ ● ● ● 空調 ● ● ● ● 中規模

旧千代田区公会堂
未利用・暫
定活用

3,224 1966 ◎ ◎ ● ● ● ● △ △

西神田併設庁舎 共用　※ 1,644 1971 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
衛生・ガ

ス
●

スポーツセンター スポーツ 11,854 1972 ◎ △ △ △

東京都千代田合同庁舎
（地下１階）

未利用・暫
定活用

327 1975 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

旧練成中学校
ちよだアートスクエア

その他 7,250 1978 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

神田一橋中学校 学校 8,517 1982 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 空調 ◎ ◎ ◎ ◎

神田一橋中学校
（体育館）

学校 1,776 1982 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 空調 ◎ ◎

一番町児童館・
区営一番町住宅

複合 2,972 1982 ◎ ◎ ◎ 照明/空調 外壁 ◎ ◎ ◎ 長寿命化 長寿命化

旧千代田保健所
未利用・暫
定活用

3,680 1982 ◎ △ △ △ △ △ △

区営内神田住宅・
内神田職員住宅

複合 6,809 1983 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

旧災害対策用職務住宅 共用　※ 60 1983 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

偕香苑
レクリエー
ション

104 1984 ◎ ◎ 中規模 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ロイアル一番町 共用　※ 497 1984 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 空調 ◎ ◎

九段中等教育学校
（九段校舎）

学校 9,315 1985 ○ ◎ 空調 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

九段中等教育学校
体育館（九段校舎）

学校 4,675 1987 ○ ○ 空調 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

三崎町中継所 庁舎等 1,076 1986 ○ ○ 照明/空調 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

軽井沢少年自然の家
レクリエー
ション

3,388 1986 ◎ △ △ △ △ △ △

ちよだパークサイドプラザ 複合 11,257 1987 ○ △ △ △ △ △

ちよだパークサイドプラザ
（倉庫）

複合 499 2008 ○ △ △ △ △ △

千代田区ふれあい会館 区民集会 148 1992 ○ ○ 中規模 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

千代田万世会館 その他 1,037 1992 ○ 空調 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

メレーズ軽井沢
（管理棟）

レクリエー
ション

1,042 1992 ○ ○ 中規模 ○ ○
衛生・ガ

ス
○ ◎ ◎

メレーズ軽井沢
(コテージそよかぜ）

レクリエー
ション

84 1992 ○ ○ 中規模 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

メレーズ軽井沢
(コテージせせらぎ）

レクリエー
ション

81 1992 ○ ○ 中規模 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎

2026 2027～2028 2029～2033

長寿命化/空調

◎

長寿命化

長寿命化/昇降機

◎

長寿命化/空調

（調査検討）

（調査検討）

（調査検討）

（調査検討）

工事

（調査検討）

改修

工事

工事

棟名称
用途
区分

延床
面積
（㎡)

築年 2024 2025



８

新たな政策等への対応４

<環境分野計画>

ポイント

・これら新たな政策・方針等に対応するため、施設の性能・仕様について整理します。
・新たに必要となるコストや工期などもシミュレーションができるよう検討していきます。

①千代田区地球温暖化対策第５次実行計画（R５年７月)

温室効果ガスの排出削減を目的とする計画です。
・削減目標 「2030(R12)年度までに区有施設におけるゼロカーボンの達成を目指す。」
・主な施策 1-1．区有施設等における省エネ設備等導入の推進
・主な施策 1-2．区有施設等における運用改善の推進
・主な施策 2-1．再生可能エネルギーの利用推進
・主な施策 4-3．ヒートアイランド対策の推進

②千代田区ヒートアイランド対策計画（H18年５月：現在改定作業中)

・主な施策 [舗装]保水・透水性舗装（道路・公園）、遮熱性舗装、学校校庭の非蓄熱化
[建物]敷地内緑化の推進、建物緑化の推進、外壁材(窓等)の遮熱・断熱化
[都市形態]街路樹の再生・整備、公園への高木植栽

③ちよだ生物多様性推進プラン（H25年３月：現在改定作業中）

自然との共生による地域社会の持続的な発展を目指す生物多様性地域戦略のプランです。
行動計画３ 生きものの生息空間づくりを推進します。

・生きものに配慮した公園づくりや街路樹整備の推進
・ビオトープづくりなどの推進

④千代田区ＤＸ戦略（R４年4月）

区民サービス向上や効果的・効率的な行政運営に資するデジタル技術の活用や基盤・環境づくり
を目指していきます。
施策７ 働く場所を選ばない リモートワーク等の推進

・千代田区版ＡＢＷ「Chiyoda Activity-Based working : ＣＡＢＷ」
・ワークプレイスの変革

⑤千代田区地域防災計画(令和４年修正）

震災対策として以下の施策の取り組んでいます。
震災対策編 第４章第１節 防災センターの機能

第５章第３節 避難所等・物資等の整備
第９章 事業継続計画（BCP）の策定

⑥千代田区ウォーカブルまちづくりデザイン（令和４年６月）

道路などのパブリック空間に出会いや交流・活動の場を生み出し、 生活を豊かにしていくことを
目指す、千代田区のウォーカブルなまちづくりの考え方をまとめたものです。

「滞留視点」のウォーカブルな要素 …道路空間、公園
「回遊」 視点のウォーカブルな要素 …道路空間、河川空間
⇒都市基盤施設の原則・方針への反映してきます。

<ウォーカブルなまちづくり：都市基盤施設>

<防災対策>

<ＤＸ戦略>



 

 

（仮称）神田錦町三丁目施設整備工事等について 

 

１ 所在地 

千代田区神田錦町三丁目 10番地 

 

２ 業務内容 

（１）調査等業務 

（２）設計業務 

（３）工事監理業務 

（４）既存施設の解体業務 

（５）建設業務 

 

３ 契約期間    契約締結日の翌日から令和９年１月 31日まで 

 

４ 選定方法    公募型プロポーザル方式 

 

５ プロポーザル結果（12月 18日選定） 

業者名 評価点 
提案価格 

（消費税込み） 
結果 

スターツグループ ６，９３７点 40億 2,050万円 優先交渉権者 

東洋建設グループ      ６，０５２点 

 

【優先交渉権者構成】 

  スターツグループ 

（代表企業） 

東京都江戸川区中葛西三丁目 37番４号 

スターツＣＡＭ株式会社 

代表取締役 直井 秀幸 

  （構成企業） 

   東京都新宿区新宿一丁目 31番 16号 

   リンテック株式会社 

   代表取締役 大川 健 

  （構成企業） 

   東京都中央区日本橋三丁目１番８号 

   スターツファシリティーサービス株式会社 

   代表取締役 浅野 賢一 

 

政 策 経 営 部 資 料 ８ 
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１.  経過

29年度 30年度

3月 12月 3月 2月3月 10月 2月3月 3月 7月 3月 1月 2月 3月

２.  契約日

３.  契約の相手方

東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号

鉄建建設株式会社　東京支店

常務執行役員支店長　魚谷　和亮

４.  契約見込金額 （平成29年４定議決）

第１回 （平成31年１定議決）

増減額 66.2％増

第２回

増減額 増減なし

第３回 （令和２年１定議決）


増減額 6.2％増

第４回 （令和4年２定議決）

増減額 12.3％増

第５回 （令和５年１定専決報告）

増減額 0.9％増

第６回 （令和６年１定専決報告）

増減額 減

０円

当  初

第2回
変更

第3回
変更

お茶の水橋補修補強工事について

当
　
初

第1回
変更

１,０２５,８５９,６００円

２,５７５,６５９,６００円

3年度28年度年
月

2年度 6年度31・元年度 ４年度 ５年度

第4回
変更

第6回
変更

２,５７５,６５９,６００円

１,５４９,８００,０００円

２,７４６,３５１,０００円

平成29年12月12日

第5回
変更

鉄建・スバル興業建設共同企業体

１７０,６９１,４００円

３,０８３,１５４,５００円

３３６,８０３,５００円

３,１１３,０６３,５００円

２９,９０９,０００円

-０.５%

３,０９６,３７４,３００円

-１６,６８９,２００円

契
約
変
更
議
案

補
正
予
算

竣
工
予
定

契
約
議
案

委
員
会
報
告

当
初
予
算

着

工

延長

契
約
変
更
議
案

補
正
予
算

契
約
変
更

契
約
変
更
議
案

債
務
負
担
変
更

契
約
変
更

専
決
報
告

竣
工
予
定

竣
工

専
決
報
告

契
約
変
更
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６.  契約期間 当　初　　 契約締結日の翌日～令和２年３月27日

第１回 契約締結日の翌日～令和７年３月31日

第２回～５回　 変更なし

第６回 契約締結日の翌日～令和６年３月31日

オリンピック期間の施工中止期間の短縮及び警察協議による作業帯拡大による工期短縮によ
る減額

５.  変更内容
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